
物件説明書 
別紙２－１ 

物件番号

１ 
物件名 嚨ケ丘住宅 所在地 東坂元 2丁目 41 番 

設置

場所 

29 号棟南側敷地

の一部 

土地

面積 

３㎡※ 

(縦１ｍ×横３ｍ) 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅３ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行っ

てください。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更が

ある場合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地３㎡分とします。 

  

29 号棟 

28 号棟 27 号棟 

31 号棟 



別紙２－２ 

物件番号

２ 
物件名 下伊敷住宅 所在地 下伊敷 1丁目 15 番 

設置

場所 

12 号棟南側

植栽帯の一部 

土地

面積 

１.５㎡※ 

(縦１ｍ×横１.５ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅１.５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってく

ださい。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある

場合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地１.５㎡分とします。 

 

  

13 号棟 

11 号棟 

14 号棟 

15 号棟 

12 号棟 



別紙２－３ 

物件番号

３ 
物件名 下伊敷住宅 所在地 下伊敷 1丁目 15 番 

設置

場所 

14 号棟南西側

植栽帯の一部 

土地

面積 

３㎡※ 

(縦１ｍ×横３ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅３ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくださ

い。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場合

は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地３㎡分とします。 

 

  

13 号棟 

11 号棟 

14 号棟 

15 号棟 

12 号棟 



別紙２－４ 

物件番号

４ 
物件名 真砂本町住宅 所在地 真砂本町 5番 

設置

場所 

11 号棟南西側

植栽帯の一部 

土地

面積 

２.５㎡※ 

（縦１ｍ×横２.５ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ２ｍ×幅２.５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２.５㎡分とします。 

 

  

13 号棟 

11 号棟 

14 号棟 

12 号棟 



別紙２－５ 

物件番号

５ 
物件名 真砂本町住宅 所在地 真砂本町 5番 

設置

場所 

14 号棟北西側植

栽帯の一部 

土地 

面積 

３㎡※ 

（縦１ｍ×横３ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅３ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地３㎡分とします。 

 

  

13 号棟 

11 号棟 

14 号棟 

12 号棟 



 

別紙２－６ 

物件番号

６ 
物件名 

宇宿(六丁目)

住宅 
所在地 宇宿 6丁目 1 番 

設置

場所 

4 号棟南東側

植栽帯の一部 

土地

面積 

１.５㎡※ 

(縦１ｍ×横１.５ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ３ｍ×幅１.５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地１.５㎡分とします。 

  

5 号棟 

6 号棟 

4 号棟 

7 号棟 



 

別紙２－７ 

物件番号

７ 
物件名 

宇宿(六丁目)

住宅 
所在地 宇宿 6丁目 1 番 

設置

場所 

4 号棟北側植栽

帯の一部 

土地

面積 

２㎡※ 

(縦１ｍ×横２ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅２ｍ 

位置図及び設置条件 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２㎡分とします。 

  

5 号棟 

6 号棟 

4 号棟 

7 号棟 



別紙２－８ 

物件番号

８ 
物件名 

宇宿(六丁目)

住宅 
所在地 宇宿 6丁目 1 番 

設置

場所 

7 号棟北側植

栽帯の一部 

土地

面積 

２㎡※ 

(縦１ｍ×横２ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅２ｍ 

位置図及び設置条件 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２㎡分とします。 

  

5 号棟 

6 号棟 

4 号棟 

7 号棟 



別紙２－９ 

物件番号

９ 
物件名 

紫原住宅

（A） 
所在地 紫原 6丁目 14 番 

設置

場所 

32 号棟東側

植栽帯の一部 

土地

面積 

２．５㎡※ 

（縦１ｍ×横２．５ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ３ｍ×幅２．５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２.５㎡分とします。 

  

35 号棟 

34 号棟 

36 号棟 

37 号棟 

33 号棟 

31 号棟 32 号棟 



別紙２－１０ 

物件番号

１０ 
物件名 

紫原住宅

（A） 
所在地 紫原 6丁目 14 番 

設置

場所 

35 号棟西側

植栽帯の一部 

土地

面積 

１.５㎡※ 

（縦１ｍ×横１.５ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ２.５ｍ×幅１.５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくださ

い。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場合

は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地１.５㎡分とします。 

 

  

35 号棟 

34 号棟 

36 号棟 

37 号棟 

33 号棟 

31 号棟 32 号棟 



別紙２－１１ 

物件番号

１１ 
物件名 

紫原住宅

（A） 
所在地 紫原 2丁目 6番 

設置

場所 

22 号棟南東側

植栽帯の一部 

土地

面積 

１.５㎡※ 

（縦１ｍ×横１.５ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ３ｍ×幅１.５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地１.５㎡分とします。 

 

  

24 号棟 

27 号棟 

22 号棟 

23 号棟 

26 号棟 25 号棟 



別紙２－１２ 

物件番号

１２ 
物件名 

紫原住宅

（A） 
所在地 紫原 2丁目 6番 

設置

場所 

27 号棟北東側

植栽帯の一部 

土地

面積 

２㎡※ 

（縦１ｍ×横２ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅２ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２㎡分とします。 

  

24 号棟 

27 号棟 

22 号棟 

23 号棟 

26 号棟 25 号棟 



別紙２－１３ 

物件番号

１３ 
物件名 

紫原住宅

（A） 
所在地 紫原 2丁目 6番 

設置

場所 

26 号棟西側植

栽帯の一部 

土地

面積 

１㎡※ 

（縦１ｍ×横１ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ３ｍ×幅１ｍ 

位置図及び設置条件 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地１㎡分とします。 

  

24 号棟 

27 号棟 

22 号棟 

23 号棟 

26 号棟 25 号棟 



別紙２－１４ 

物件番号

１４ 
物件名 

紫原住宅

（B） 
所在地 紫原 1丁目 5番 

設置

場所 

55 号棟西側

植栽帯の一部 

土地

面積 

２㎡※ 

（縦１ｍ×横２ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅２ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２㎡分とします。 

  

53 号棟 

54 号棟 51 号棟 

52 号棟 54 号棟 

55 号棟 

56 号棟 



別紙２－１５ 

物件番号

１５ 
物件名 

紫原住宅

（D） 
所在地 紫原 1丁目 20 番 

設置

場所 

73 号棟北西側

植栽帯の一部 

土地

面積 

３㎡※ 

（縦１ｍ×横３ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ３ｍ×幅３ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地３㎡分とします。 

 

  

75 号棟 

73 号棟 

78 号棟 

79 号棟 

74 号棟 



別紙２－１６ 

物件番号

１６ 
物件名 玉里団地住宅 所在地 玉里団地 3丁目 46 番 

設置

場所 

2 号棟南西側

植栽帯の一部 

土地

面積 

２.５㎡※ 

（縦１ｍ×横２.５ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ３ｍ×幅２.５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくださ

い。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場合

は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２.５㎡分とします。 

 

  

12 号棟 11 号棟 

9 号棟 
8 号棟 

7 号棟 
6 号棟 

5 号棟 

4 号棟 
3 号棟 

2 号棟 1 号棟 
14 号棟 

13 号棟 

27 号棟 

26 号棟 
25 号棟 



別紙２－１７ 

物件番号

１７ 
物件名 玉里団地住宅 所在地 玉里団地 3 丁目 47 番 

設置

場所 

14 号棟南西側

植栽帯の一部 

土地

面積 

２.５㎡※ 

（縦１ｍ×横２.５ｍ）

最大 

広告寸法 
高さ３ｍ×幅２.５ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくだ

さい。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地２.５㎡分とします。 

  

12 号棟 11 号棟 

9 号棟 
8 号棟 

7 号棟 
6 号棟 

5 号棟 

4 号棟 
3 号棟 

2 号棟 1 号棟 
14 号棟 13 号棟 

27 号棟 

26 号棟 
25 号棟 



別紙２－１８ 

物件番号

１８ 
物件名 玉里団地住宅 所在地 玉里団地 3 丁目 47 番 

設置

場所 

13 号棟東側

植栽帯の一部 

土地

面積 

３㎡※ 

（縦１ｍ×横３ｍ） 

最大 

広告寸法 
高さ４ｍ×幅３ｍ 

位置図及び設置条件 

 

 

【設置条件】 

 ・野立広告物の柱脚及びその周辺についても除草等の敷地の管理を行ってくださ

い。 

 ・外灯の光を遮らないように設置してください。 

・撤去の際は、原状回復してください。（契約期間終了後、事業者変更がある場

合は広告物の引継ぎを当事者間で行ってください。） 

※土地面積は、上記赤枠内で任意の敷地３㎡分とします。 

 

12 号棟 11 号棟 

9 号棟 
8 号棟 

7 号棟 
6 号棟 

5 号棟 

4 号棟 
3 号棟 

2 号棟 1 号棟 
14 号棟 13 号棟 

27 号棟 

26 号棟 
25 号棟 


